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「
手
話
言
語
法
」
制
定
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
〇
六
年
国
連
総
会
で
障
害
者
権
利
条
約
が
採
択
さ
れ
た
。
こ
の
条
約
の
第
二
条
の
言
語
の
定
義
に
「
手
話
」
が
含
ま
れ

て
い
る
。
こ
の
権
利
条
約
は
二
〇
一
四
年
に
我
が
国
も
批
准
し
た
。
ま
た
、
二
〇
一
一
年
に
障
害
者
基
本
法
が
改
正
さ
れ
第
三

条
に
「
言
語
（
手
話
を
含
む
。
）
」
と
規
定
さ
れ
た
。
更
に
は
、
二
〇
一
三
年
施
行
の
障
害
者
総
合
支
援
法
に
は
地
域
生
活
支

援
事
業
の
「
意
思
疎
通
支
援
」
と
し
て
、
手
話
奉
仕
員
、
手
話
通
訳
者
の
養
成
、
設
置
、
派
遣
が
必
須
事
業
と
位
置
付
け
ら
れ

た
。「

手
話
」
を
巡
る
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
次
の
こ
と
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

「
手
話
が
言
語
で
あ
る
」
と
規
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
社
会
像
が
期
待
さ
れ
る
と
考
え
る
か
、
政
府
の
見

解
を
示
さ
れ
た
い
。

二

障
害
者
権
利
条
約
や
障
害
者
基
本
法
で
「
手
話
は
言
語
で
あ
る
」
と
明
確
に
規
定
さ
れ
て
以
降
の
政
府
に
お
け
る
「
手

話
」
に
対
す
る
取
り
組
み
と
し
て
ど
の
よ
う
な
施
策
を
講
じ
て
き
た
か
お
示
し
頂
き
た
い
。

三

ろ
う
者
が
、
家
庭
・
地
域
・
学
校
等
あ
ら
ゆ
る
場
に
お
い
て
、
手
話
を
使
用
し
て
生
活
を
営
み
、
手
話
に
よ
る
豊
か
な
文

化
を
享
受
で
き
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
手
話
の
獲
得
、
習
得
お
よ
び
使
用
に
関
す
る
必
要
な
事
項
を
定
め
手
話
に
関
す
る

一



あ
ら
ゆ
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
、
「
手
話
言
語
法
」
の
制
定
を
求
め
る
意
見
書

が
四
十
七
都
道
府
県
全
て
の
議
会
で
採
択
さ
れ
、
平
成
二
十
八
年
三
月
一
日
現
在
に
お
い
て
、
一
七
四
〇
の
区
市
町
村
議
会

で
も
採
択
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
全
国
各
地
の
自
治
体
に
お
い
て
も
「
手
話
言
語
条
例
」
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
更
に
は
、

隣
国
の
韓
国
で
も
二
〇
一
五
年
に
「
韓
国
手
話
言
語
法
」
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
鑑
み
、
日
本
国
政
府

に
お
い
て
も
、
手
話
使
用
者
の
完
全
な
社
会
参
加
実
現
の
た
め
「
手
話
言
語
法
」
を
制
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、

政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

四

全
て
の
障
害
者
の
情
報
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
や
意
思
疎
通
を
確
保
す
る
た
め
、
「
読
む
権
利
」
「
書
く
権
利
」
「
話
す
権

利
」
「
見
る
権
利
」
「
聞
く
権
利
」
な
ど
を
保
障
す
る
「
情
報
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
法
（
仮
称
）
」
の
制
定
も
望
ま
れ
て

い
る
。
こ
の
情
報
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
全
体
の
権
利
を
保
障
す
る
た
め
に
も
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
手
話
を
獲
得
、
習

得
、
普
及
す
る
た
め
の
「
手
話
言
語
法
」
が
必
要
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


